
いいね!

★より身近な情報提供を行います。
★アンケートなどを行って、より充実した情報を
　発信します。
※なお、ファン登録を行うためには、
　Facebookアカウントを取得（無料）することが必要です。

ファン登録をお願いします。
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＝住宅の新改築で住宅の省エネ化を促進＝
住宅エコ改修に関する技術講習会を開催
本会では、石川県からの補助を受け、既存住宅の省エネルギー
設計施工等の技術向上を目的とした講習会と住宅におけるエ
ネルギー消費を５０％削減することを目指した省エネルギー住宅
の設計施工等の技術向上講習会を開催しました。

 【詳細は8ページ記事。】

2017 No.3
中央会事業だより

暑中お見舞い

▶住宅エコ改修に関する技術講習会を開催
▶第34回 石川県中小企業団体事務局協議会通常総会を開催
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ときに、先取りした商標権を売り付けるものです。
「今治タオル」に類似したロゴマークや「今治」の
文字が中国で商標登録された事例や、「クレヨンしん
ちゃん」のデザイン商標が先取りされた事例、無印良
品のロゴが香港企業により中国で先取りされた事例な
どが存在します。無印良品の事例では、株式会社良
品計画（日本の権利者）が、不正登録の取り消し裁
定請求を中国に申し立て、商標取り消しまでに7年を
要しました。
石川県の中小企業で

も、中国や東南アジア諸
国に進出する企業が増え
てきました。商標の先取
り対策を検討する必要が
あります。
商標の国際登録制度（マドリッド・プロトコル）
海外で商標登録するルートとしては、直接各国に商
標登録出願を行うルートと、商標の国際登録制度を利
用して国際商標登録出願（マドプロ出願）を行うルー
トが存在します。
マドプロ出願のメリットとして、一つの出願手続き

で複数の国に出願できる点、登録更新等に関して一元
管理できる点などがあります。
一方で、マドプロ出願は、基礎登録となる日本の商
標登録と同一である必要があるため、国毎に商標をア
レンジすることができません。例えば、日本では商標
「中央会」が登録されている場合には、米国でも中国
でも、日本の漢字で表記された「中央会」を登録する
ことになります。
このような国際登録制度を活用することにより、海
外において
も比較的安
価に商標権
を取得でき
るようにな
りました。
先取り対策
には、あく
までも自社
による商標
登録が最も
有効です。

2） 新しい商標の保護
2015年 4月1日の改正商標法施行によって、従来は

「文字」や「図形」など 2次元のものに限られていた
商標の対象が、「音」をはじめ「動き」、「ホログラム」、
「色彩」、「位置」にも広がりました。商品名やロゴだ
けでなく、テレビCMで聞こえてくるメロディや、店
舗デザインに用いられている色彩の組合せも、商品等
の出所を表示する商標として機能しているという実態

に沿った改正です。
大幸薬品は、「ラッパのメロディもブランドを構成す

る1つの要素」として、CMでお馴染みのメロディを
商標登録出願したようです。
セブンイレブンの店舗デザインには、オレンジ、
緑、赤の3色が統一的に使用されています。皆さん
も、この3色の組合せを見ると、セブンイレブンを想
起するのではないでしょうか。

3） パロディ商標事件
パロディ商標「フランク三浦」と著名商標「フラン

ク・ミュラー」（FRANCK　MULLER）の事件があ
りました。
スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」を連想

させるパロディ商標「フランク三浦」のロゴが商標登
録され、これに対し、スイスのフランク・ミュラー側
が登録無効を求めた事件です。ミュラー側は「トップ
ブランドの名声にただ乗りし、イメージが損なわれる」
と主張しましたが、知財高裁判決は「多くが100万円
を超える高級腕時計と、低価格の時計が混同されると
は到底考えられない」と退け、フランク三浦側の請求
を認めました。
他に、著名商標「BOSS」に対するパロディ商標

「BOZU」や、著名商標「PUMA」に対するパロディ
商標「KUMA」等が存在します。
著名商標に対するただ乗り（フリーライド）なのか、
販促活動における許容範囲内のユーモアなのか、興
味深い事件です。

（良品計画ホームページより）

BOZU事件

KUMA事件















































いいね!

★より身近な情報提供を行います。
★アンケートなどを行って、より充実した情報を
　発信します。
※なお、ファン登録を行うためには、
　Facebookアカウントを取得（無料）することが必要です。

ファン登録をお願いします。

A C=0 M=4 Y=55 K=0

Facebookページ
石川県中小企業団体中央会

石川県中央会
フェィスブック
ページ

掲載事例の
ご紹介

石川県中央会  facebook

で 検索




